
損害賠償金の支払いを求める文書に
ご注意ください（注意喚起）

この間、様々な団体・施設に対し、損害賠償金の支払いを求める文書が
送られている。茨城県保険医協会にも3月中旬、FAXで『【最終警告】
損害賠償金お支払いのお願い』というタイトルの文書が送られてきた。差出
人は東京に実在する弁護士事務所「法律事務所　Steadiness」。会員医
療機関からも同様の報告が寄せられていた。
この件に関して、3月15日付で第一東京弁護士会がホームページ上で

「お知らせ」を発表。
その内容として、第一東京弁護士会所属「法律事務所 Steadiness 唐
澤貴洋氏」の名前で文書により金銭の支払が要求される事案が発生してい
ること、同会の調査によれば、唐澤弁護士が文書を作成および送付した事
実はなく、何者かが、同弁護士の名前を騙って虚偽内容の文書を送付した
悪質な事案であると考えていることが記載されている。お知らせでは、「全く
身に覚えのない文書（下記参照）を受け取った場合には、金銭の支払い
をすることなく、同弁護士に対する個別の問合せについてもお控え頂きたい」
と説明している。




